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総合資源エネルギー調査会 新エネルギー部会・電気事業分科会

第１１回買取制度小委員会

日時：平成２２年１２月２２日（水）１０：００～１２：００

場所：経済産業省国際会議室

1. 開会

○柏木委員長

それでは、定刻になりましたので、総合資源エネルギー調査会新エネ部会・電気事業分

科会第１１回買取制度小委員会を開催させていただきます。本日も、暮れも迫っておりま

して大変ご多用中のところをご出席いただきまして、ありがとうございます。心から御礼

申し上げます。１２月３日に開催した前回会合では、次世代送配電システム制度検討会で

行っておりました事項、あるいは買取制度小委員会における主要論点の中間整理につきま

して、皆様にご議論をいただきました。本日は、これらの今までご議論いただいた内容を

総合的に勘案いたしまして、買取制度小委員会の報告書（案）につきまして皆様にご審議

をいただく、非常に重要な会ということになります。

まず、本日の資料について、事務局から確認をお願いいたします。

○渡邊省エネ・新エネ部新エネ課長

本日の資料でございますが、座席表と議事次第、それから、配付資料一覧にありますが、

資料１から３と参考資料１となっております。ご確認いただけますと幸いです。よろしい

でしょうか。

○柏木委員長

よろしいでしょうか。それでは、議事に入ります。なお、カメラ撮りに関しましてはこ

こまでにさせていただきたいと思います。よろしくご協力をお願いいたします。

（カメラ退室）

2. 議題

「買取制度小委員会報告書（案）について」

○柏木委員長

本日は、資料２に基づきまして、「再生可能エネルギーの全量買取制度における詳細制度
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設計」買取制度小委員会報告書（案）についてご説明をいただいた後に、皆様から忌憚の

ないご意見をいただいて議論をしていきたいと思っております。それでは、事務局から、

まず、ご説明をよろしくお願いいたします。

○渡邊省エネ・新エネ部新エネ課長

それでは、資料２に基づきましてご説明をさせていただきたいと思います。

まず、１ページの一番最初のところに過去の経緯が書いてございますけれども、昨年の

１１月からプロジェクトチームで議論を行ってまいりまして、７月に大枠を策定いたしま

した。この大枠を受けて、９月以来、この小委員会を計５回開催しているところです。

大枠については、配布委資料の一番最後に参考１というのがあると思いますけれども、

策定したのが半年くらい前になってしまいましたので、そちらをご覧いただき、若干復習

をさせていただきます。

参考資料１の「「再生可能エネルギーの全量買取制度」の導入に当たって」というもので

ございますけれども、基本的な考え方のところに、「地球温暖化対策」のみならず、「エネ

ルギーセキュリティの向上」、あるいは「環境関連産業育成」と書いてありまして、基本的

には、買取制度というのは地球温暖化対策のためだけにやっているわけではなくて、エネ

ルギーセキュリティの向上とか産業育成という視点が入っているということでございます。

また、基本的な考え方の２つ目の項目でございますけれども、「導入拡大」は当然重要で

ございますけれども、「国民負担」、あるいは「系統安定化対策」、こういうことにバランス

をとって進めていくとされています。

それから、この制度の効果でございますけれども、４つ目の項目になります。７月に大

枠を出す前に、３月にオプションというのを出していまして、そのときに試算をしており

ますけれども、導入量でいいますと３,２００～３,５００万キロワット増える。これがＣ

Ｏ２で言うと２,４００～２,９００万トンとありますけれども、大体、日本の総排出量の

２パーセントぐらいが買取制度で削減できる。２パーセントというと、あまり大したこと

ないじゃないかというおしかりもあるかもしれませんけれども、例えば自動車が出してい

るＣＯ２が日本の２０パーセント後半とか２０パーセント弱だと思いますから、それに対

して、これが２パーセントぐらいできるということでございますので、決して小さいもの

ではないだろうと思います。

また、関連産業につきましては、２０２０年までに１０兆円を目指すということでござ

いますが、これも、どの程度国際競争力を持って輸入品に対抗できるかとか、いろいろな
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問題があると思いますけれども、大きな目標を持ってやっていくということでございまし

て、また、負担につきましては、家庭部門の負担が書いてございますけれども、月１５０

円～２００円と。こういったのが大枠の基本的な考え方でございます。

大枠は、あと２ページございますけれども、各検討課題について書かれているわけであ

りまして、これに沿いまして、この小委員会で詳細をご検討いただいたということでござ

います。

資料２に戻っていただきまして、１ページの１の買取対象、範囲に関する事項でござい

ます。資料右のほうに数字が打ってありますが、これはライン番号でございまして、後で

ご意見をおっしゃりやすいようにライン番号を打っております。説明上もこれを使わせて

いただきます。まず、１のカッコ１「実用化された再生可能エネルギー」の考え方という

ことで、実用化されているものと研究開発段階のものがございますけれども、国民負担を

伴う制度であるということを考えますと、１ページの３０行目ぐらいでございますけれど

も、実用化に向けた課題が解決されて、普及拡大に資するような前提条件が備わっている

発電方式について、対象にすることが適当ということでございます。ただ、１ページの３

５行目ぐらいにありますけれども、将来性を考えますと、研究開発、実証についても支援

措置が重要であるということでございます。

２ページをお願いいたします。カッコ２の発電設備の要件の担保方法ということでござ

いますけれども、先日もスペインか何かの記事で、再生可能エネルギーだから高く買おう

と思って接続していたら、後ろにディーゼル発電機か何かがありまというような記事をた

またま拝見したんですけれども、まさにそういうことがないように、本当に買取対象の再

生可能エネルギーかということを確認をする必要があるということで、１０行目あたりか

らですけれども、電力量を適切に計量できる構造になっているかとか、あるいは１２行目

ですけれども、安定的な系統運用に支障を来さないかとかそういったことについて、国又

はその他適切な者が確認を行うことが必要であるということであります。

また、１９行目ぐらいですけれども、電気の知識が必ずしも豊富でない方も、例えば住

宅用の太陽光発電などはそうなんですけれども、このスキームに参加するわけでありまし

て、そういうことに留意したスキームにする必要があるということであります。

太陽光発電につきましては、たまたま第三者認証、これは財団法人電気安全環境研究所

というところが第三者認証をやっておりますけれども、これのおかげで円滑な系統連系が

できているということでございまして、今後、３ページの２つ目のパラグラフになります
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けれども、小型風力発電なんかについても、同様の認証制度の構築が必要なのではないか

ということでございます。

３ページのカッコ３でございますけれども、買取対象、バイオマスについては非常に難

しいということが議論にありました。ほかの再生可能エネルギーと違って、燃料を必要と

するという特徴があり、その燃料であるバイオマスの中に、既に他の用途の原材料として

用いられているものもあるということで、新制度の導入によって、需給バランスとか、資

源の逼迫とか市況の高騰が起こらないようにしないといけないということであります。

このため、３ページの２６行目ぐらいからでございますけれども、既存の産業に影響が

ない、既存の用途から発電用途に転換が急激に大きく生じて、市況が大変高騰するとかそ

ういったことがないように、幾つかの要件を今後設定して、確認をしていくことが必要だ

ということでございます。また、その確認を行うためには、トレーサビリティの確保とい

うのも必要だということで、今後、こうした点につきましては、関係省庁と連携しながら、

経済産業省において検討していく必要があるとさせていただいております。

４ページをお願いいたします。カッコ４の太陽光発電の買取方式でございます。まず、

１のところで、言葉の定義のようなことでございますけれども、太陽光だけは、全量とい

いながら余剰電力買取という別の概念が出てまいりますので、１０行目から１５行目のあ

たりで改めて定義をさせていただいております。「「買取（り）」というのは、買取対象とな

る発電方式で発電された電気であって系統に逆潮したものについて買取りが行われるこ

と。」。「「全量買取」は、自家消費を優先するなどの前提条件が付されずに、買取りが行わ

れること。」。「「余剰買取」は、自家消費を優先することを前提条件として、自家消費後の

余剰分（余剰電力）のみについて買取りが行われること。」、これが現在の制度でございま

すけれども、こういう定義をさせていただいております。

４ページの２でございますが、太陽光発電の買取方式で、全量買取制度をどこまで対象

を広げていくかということでございますが、２１行目、これまで対象になっていなかった

５００キロワット以上の太陽光発電、あるいは発電事業目的の発電設備についても、今回、

対象になるということでございます。ただ、発電事業用のものとか、あるいは工場・事業

所用のものというのは、自家消費がほとんどない、あるいは余剰電力がほとんど出てこな

いということで、余剰電力買取ではほとんどインセンティブがないということでございま

すので、全量買取が望ましいのではないかということでございます。一方で、３１行目か

ら先でございますけれども、省エネインセンティブですとか、あるいは国民負担を抑制す
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る、あるいは、今、制度を変えることによるコスト、これは社会的なコストも含めてでご

ざいますけれども、そういうことを考えますと、住宅用については当面、余剰買取という

のが適当ではないかということでございます。この委員会でも、余剰買取と全量買取の選

択制等の議論もしていただいたわけですけれども、今の制度でも順調に導入されている、

あるいは、制度が複雑化すると悪質商法みたいなものが増えるとか、混乱するのではない

かということもありましたので、当面は余剰買取が適当とさせていただいております。そ

れから、５ページに行っていただきまして、新しい制度で発電事業目的まで設備、対象を

広げるわけですけれども、そうすると、他社の工場とか他人の家の屋根を借りて発電をす

る、いわゆる屋根貸しとか土地貸し、あるいは土地借りというのでしょうか、屋根借りと

かそういうものが想定されるわけでございます。こういう場合は、ある程度の規模で、き

ちんとした事業者がやっていれば費用対効果も高いということでございまして、そういう

意見が多かったかなと思いますので、どういったケース、条件をどういうふうに設定する

かということについて、今後、検討を行う必要があると考えられます。

５ページの２で買取価格と期間でありますけれども、カッコ１の風力発電等太陽光発電

以外ということで、まず太陽光以外からですが、２０円ぐらいが最低限必要なラインとい

うご意見があったり、あるいは、導入量を達成しようとすれば、買取価格はある程度高い

価格というご意見がございました。一方で、過度の利益を保証するような価格設定は避け

るべきだというご意見とかございましたので、今後、具体的に価格を決定していくときに

は、こういった点に留意する必要があると考えております。また、買取期間につきまして

は、ある水準以上の買取価格が設定されれば、多少の買取期間の長短というのはそんなに

大きな影響を及ぼさないということで、１５年を軸に検討していくということが一つの検

討の基礎になるのではないかということでございます。６ページの上のほうでございます

けれども、まず、この委員会でも、電源ごとに買取価格を決めるべきではないかというよ

うなご意見がございました。他方で、一律価格とするほうが費用対効果の高いものから導

入が見込まれ、国民負担の軽減につながることから、一律価格が適当だというご意見が多

かったのではないかと思います。大枠でも一律価格ということになっておりますので、そ

れを追認させていただくような書きぶりになっております。

６ページのカッコ２で太陽光発電の部分でございますけれども、１は住宅等の太陽光発

電で、これは今の制度でも順調に進んでいるということで、それとの連続性、整合性とい

うのを考えていけばいいじゃないかということでございます。それから、小型風力発電に
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つきましては、太陽光と同じように量産効果による価格の低減等が見込まれるということ

で、住宅用の太陽光と同じような考え方で良いのではないかということでございます。７

ページ目の上にグラフがついておりますけれども、これが現行制度の太陽光の余剰買取制

度の効果でございます。制度を開始したのは昨年１１月ですけれども、アナウンスをした

のは昨年８月ということになりますが、このあたりから、これはフローベースの導入量で

すが、大変導入量が伸びておりまして、制度開始前に比べると３倍近い伸びになっている

ということで、この制度自体はうまく機能しているんじゃないかということでございます。

７ページの２でございます。工場・事業所の太陽光発電ということになりますが、これ

につきましては、事業者向けの補助金というのが終了してしまうということとか、あるい

はキロワット当たりのコストが比較的高い場合があるというご意見がございました。一方

で、現行制度との買取価格の連続性というのも必要でしょうし、また、住宅に比べて、あ

まりにもインセンティブの水準が高いというのはどうかというようなご意見もありました

ので、今後はそういう点に留意して、買取価格を決定していくというふうにさせていただ

いております。また、買取期間につきましては、事業用の発電設備につきましては、耐用

年数等を考えますと、風力発電とかと同じような条件にしたほうがいいのではないかとい

うことでございます。

７ページ３の発電事業用の太陽光発電ですけれども、これは工場・事業所とほぼ同じと

いうことで、同一の扱いでいいのではないかということでございます。

８ページをお願いいたします。ＲＰＳで、１６行目でございますけれども、新制度を導

入する場合にはＲＰＳ制度を廃止することが適当であろうということと、カッコ２の次期

利用目標量ですが、今回の全量買取制度は２４年度が導入目途ということでございますの

で、そうすると、２３年度はどうしてもＲＰＳの目標が必要ということで、２３年度まで

実質的に定めることが適当であるということであります。カッコ３のバンキングでござい

ますけれども、９ページの一番上のところをお願いいたします。バンキングについては、

せっかく頑張ってきて、何らかの補償措置が必要ではないかというご意見も多かったんで

すけれども、そもそもＲＰＳ制度が廃止されてしまうということもありますし、ＲＰＳの

目標達成のための弾力的・補完的な措置だったということをかんがみまして、特段の制度

的な補償をするまでではないと判断をしております。

９ページの４は新設・既設、出力増強の扱いに関する事項ですが、以前はリパワーメン

トという言葉を使っていたところを漢字に直しております。カッコ１は新設・既設の扱い
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でございます。まず、大枠においては新設を対象とするというのが基本でしたけれども、

既設の設備についても、止まってしまっては困るということで、価格等に差をつけて買い

取るとか、何らかの措置を講ずると提示されたところでございます。９ページの１９行目

ぐらいからでございますけれども、ＲＰＳ制度のもとでは、認定された設備からの電気と

いうのは義務履行に用いることが認められておりますので、一般の電気に比べると実質的

に高い値段で買取りをされていました。これは我々が、「ＲＰＳ価値」を含んだ電気と言っ

ているわけですけれども、したがって、ＲＰＳ法がなくなってしまうと目減りするという

か、取引価格が下がってしまうということで、運転がとまってはいけないなということで

ございますが、しかし、２２行目以降でございますけれども、ＲＰＳ制度ができる前、導

入前に運転開始した古い設備については、もともとＲＰＳ価値の存在というのを前提にし

ていたわけではないので、ＲＰＳ制度を廃止されても投資回収計画への影響は生じないと

いうことで、特段の措置を講ずる必要はない、としております。したがって、ＲＰＳ制度

導入以降に運転を開始したものについては何らかの措置を加えようということで、２８行

目ですけれども、具体的には、ＲＰＳ制度下での取引価格を参考にしながら、ほとんどの

電源が事業継続可能となるような合理的な価格で取引をしていただくということではない

かということで、そのイメージが、１０ページの上のほうに小さな図がついておりますけ

れども、ある一定の買取期間というのが、今度、新制度のもとで決まるわけですけれども、

例えばそれをＹとしたときに、ＲＰＳ制度のもとで既にＺ年運転されていたのであれば、

そういうことを加味して、Ｙ－Ｚ年をＸ円で買い取る。Ｘにつきましては、ほとんどの電

源が運転を停止しないような、とまらないような価格ということで、電源ごとに設定をし

ていくというのが適当ではないかということでございます。

１０ページの２の出力増強についての取扱いですが、「リパワーメント」のほうが良かっ

たのではないかと今になって思っていますけれども、発電設備のうち主要部分を取りかえ

る場合、例えばタービンとか水車を取りかえる場合ということですけれども、これについ

ては新設と同じように扱うことが適当ではないか。

１１ページに行きまして、５は電気事業に関わる実務的論点です。新制度の制度設計の

うち電気事業制度に関連する部分につきましては、次世代送配電システム制度検討会とい

うのが今年５月から検討を始めておりまして、前回、第１０回買取制度小委員会でもご報

告をいただいて、ご議論いただいたわけですけれども、引き続きそちらのほうでご検討い

ただくということもございますし、そちらのほうで検討されたことの内容を、今回の報告
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書では概要を整理させていただくという形にさせていただいております。また、１１ペー

ジの「注」のところにございますけれども、系統ルールの在り方等については、今、電気

事業分科会の制度環境小委員会で引き続き議論が行われておりますので、そちらのほうで

別途取りまとめるということになっております。

１１ページのカッコ１は買取主体の考え方を示しています。まず、買取義務対象者につ

きましては、電力系統はネットワークを持っているとか、あるいは電気を安定的に供給す

る、長期的に、安定的にその事業を継続できるということが期待されるということであり

まして、一般電気事業者及び特定電気事業者が一義的な買取義務を負うのが適当であると

いうことでございます。１－２の買取主体となり得る者においては、義務ということでは

ないんですけれども、いわゆるＰＰＳにつきましては買取りができないという制度になっ

てしまうと、ＰＰＳは買取価格よりも高い価格を提示しないと、しかも費用回収ができな

い状態で高い価格を提示しないといけないということになってしまいますので、これは問

題であろうということで、ＰＰＳも買取りができるとしております。そしてその場合には、

費用回収について買取義務者と同様な扱いができることが適当であろうということであり

ます。１－３の買取制度の枠外とすることが適当なもの、に関しては、１つは自家発自家

消費、それから１２ページに行っていただきまして、特定供給、それから、１２ページの

上から３行目ですけれども、一般電気事業者の自社設備については、買取制度の枠外が適

当であろう、としております。

１２ページのカッコ２の買取費用の負担に関する電気料金制度上の取扱いについては、

電気事業者に費用回収を確実にしてもらうためには請求権の付与というのが必要なのでは

ないかということと、サーチャージにつきましては、電気事業法における「料金その他の

供給条件」の一部として供給約款に位置づけることが適当であろうということでございま

す。また、自由化分野につきましても、規制分野と同様に、具体的には、電力需給契約に

おいて負担を求めるとともに、最終保障約款に位置づけることが必要であるということで

ございます。

１２ページのカッコ３の買取費用算定における控除額の考え方については、これも基本

的な考え方は現行の太陽光の買取制度と同じでございますけれども、買取りにかかった総

費用から電気としての価値の部分、もともと買取りがなかったとしても発電をしなければ

いけなかった部分ということになりますけれども、この部分を回避可能原価として引き算

をして、その残りを費用として転嫁するということでございまして、これにつきましては、
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天候による不安定性とか、幾つかの項目が書いてございますけれども、これらに配慮して、

１３ページの上から２行目でございますけれども、全電源平均可変費を採用するのが適当

であるということでございます。１３ページの上から６行目の２は、ＰＰＳについても同

じように回避可能原価の控除というのをしなければいけないんですけれども、これについ

ては、１つ１つ算定していくというのは行政コストが非常に過大になるということでござ

いますので、一般電気事業者の全電源平均可変費の加重平均値で代替をするということで

ございます。

１３ページのカッコ４は新制度における買取費用の回収のタイミングです。現在の余剰

電力買取制度では、事後回収方式といいまして、前の年に買い取った分を翌年度に回収す

るという方式をとっておりますけれども、本来、買取りと買い取った電気の販売、取引と

いうか、これは並行して行われているわけでございまして、かつ、事後回収にしますと立

てかえ利息みたいなものが発生いたしますので、この際、同時回収を基本とすることが適

当ということでございます。ただ、同時回収の場合、回収し過ぎてしまったとかのずれが

生じることがございますので、差額分については当然、事後的に調整をする必要がありま

すし、場合によっては、既設分については同時回収をして、新設分については予測が難し

いということもありますので、事後回収にするとか、そういった組み合わせとか一定の工

夫も考えられるということにしております。

１３ページの一番下のカッコ５は地域間調整に関する考え方ということで、地域ごとに

サーチャージの額に差があるといけないということで、清算機関をつくって調整をしまし

ょうということでございます。今回、義務対象者が非常に増えるということでございます

ので、清算機関方式というのが適当であろう。事業者ごとで相対でやっていただくという

考え方もあるんですけれども、対象者が非常に多いということで、清算機関方式が望まし

いということにしております。

１４ページのカッコ６は買取契約の在り方ということで、１は、定められた買取価格よ

りも高い値段で買い取るというのは認めてもいいんじゃないかということで、ただ、高か

った分については、サーチャージへの転嫁ということではなくて、買い取った電気事業者

さんの需要家から回収をするということにしたらいいのではないかということであります。

１４ページの２は買取期間中の分割契約ということで、これは文字どおり、例えば１５年

間の買取義務があるとすれば、最初の５年間はＡ電力会社によって、その後はＢ電力会社

によるとか、そういった分割も認めてもいいんじゃないかというものです。３に関しては、
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電気のうちの一部はＡ電力会社に売って、残りはＢに売ってとかそういう分割販売みたい

なことはどうかということでございますが、これをやると、要するに安定的な部分をＡ電

力会社に売って、残った部分をＢに売るとか、いわゆる「しわ」の部分だけを売るとかと

いうことになってしまってもいけないので、１５ページの上から３行目になりますけれど

も、何らかの条件、一定の規律を設けることが必要であるということでございます。

カッコ７の「卸供給制度との関係、買取期間終了後の扱い」に関しては、卸供給制度と

の関係につきましては、新しい制度と卸供給制度のどちらかを事業者の選択に委ねるとい

うことが適当であるということと、買取期間終了後は当然、法律に基づく買取義務は生じ

ないということでございます。

カッコ８がその他のコストの扱いということで、電力会社のシステム改修のコストです

とか、あるいは払込み等に関する費用につきましては、適正な費用の明確な特定というの

はなかなか難しいということで、電気事業者の料金原価に算入することが適当ということ

と、あと、今回、サーチャージのやりとりとか、いろいろお金のやりとりがあるので、そ

こに課税されたりすると大変ということで、税務上の扱いなんかをきちんと整理する必要

があるということでございます。

カッコ９が系統安定化対策についてで、これは、電力需要が少ない軽負荷期に余剰電力

が発生してしまうということがございます。この対策として、蓄電池の設置ですとか太陽

光発電の出力抑制ということが検討されております。１６ページの上から３行目あたりで

すけれども、系統対策費を抑制するという視点も含めて、太陽光発電の出力抑制ですとか

風力発電の出力抑制といったことを検討を選択肢とするということでございます。また、

優先接続や優先給電の在り方も含めた具体的な検討が行われているということであります。

こういった視点につきましては、苦情処理なんかも含めて、今後、制度環境小委員会の

ほうで検討を進めることが適当であるということでございます。

１６ページ６の環境価値の扱いで、まず、１４行目の１は、今回、地域間調整をして、

買取りを行った事業者の需要家以外の需要家にも買取りの負担を求めるということになり

ます。また、１８行目の２は、できる限り制度全体で統一的な扱いにすることが望ましい

ということもありますので、負担に応じて全需要家に環境価値が分配・調整されるという

扱いが適当だろうということでございます。

１６ページの７は円滑な制度移行と効果検証についてで、これにつきましては、まず十

分な周知・広報が必要であるということでございまして、ポイントが書いてございますが、
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具体的には、１７ページの３行目でありますけれども、平成２３年４月から、来年の４月

からですが、現行制度に基づくサーチャージが始まりますということでございます。加え

て、同じ時期に新しい制度についての具体的な検討をしているわけでございまして、この

辺が紛らわしくならないように、分かりやすい周知・広報活動というのを試みるというこ

とでございます。１７ページの９行目でございますけれども、周知・広報活動に加えて、

「情報提供」という言葉を入れさせていただいております。前回、前々回と、単なる広報

だけじゃなくて、買取費用によって何がどうなっているのかというのをできる限り広報し

ていく、いわゆる情報提供をしていくということで、その点についても配慮させていただ

いております。

１７ページの２は制度導入後の効果検証ですが、現行の制度でも、毎年１月を目途にこ

の小委員会を開かせていただいて、太陽光発電の買取価格というのを審議しております。

新しい制度についても同じ方式で買取価格を決定するというのが適当だろうということと、

２１行目でございますけれども、制度開始後３～５年後を目途に、再生可能エネルギーの

導入量とか、あるいは国民負担とか系統安定化対策などの観点に照らして、機動的に制度

の見直しを行うことが適当ということを書かせていただいております。

１７ページの一番下の８は「その他留意事項」でございますけれども、今後、法律を検

討していくに当たって、いろいろ留意しなければいけないことがございます。１８ページ

をお願いいたします。他方で、大枠との関係で、やや大枠に基づく詳細設計の枠を超える

かなとか、あるいは、そもそもこの審議会の検討事項の枠を超えるかなというような部分

のご意見もありましたけれども、ここに特記させていただいております。まず、消費者の

負担をできる限り小さくというご意見がございました。また、電力多消費型産業の国際競

争力への影響等に配慮すべきとのご意見ですとか、あるいは一例として、ドイツのように、

電力多消費型産業についてサーチャージを減免する制度等の方策を講じることで生産とか

雇用を維持することが必要との意見がございました。一方で、電力料金制度については公

平な負担というのが重要だというご意見ですとか、あるいは、まずは公平負担のもとに制

度を開始するのが適当というご意見ですとか、あるいは、消費者も負担を行っているので、

産業界分の負担を消費者にしわ寄せするようなことがあっては不公平だというようなご意

見もございました。さらに、電気だけじゃなくて、ほかのエネルギー消費をしている人た

ちも全体で負担すべきだというご意見もございました。それから、これは完全にこの小委

員会の枠を超えるかもしれませんけれども、ほかの地球温暖化対策に関する施策と一体的
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に検討をするとか、あるいは環境と経済の両立といったようなご意見もありました。

もちろん私どもは関連部局と相談をしながら、一体的に検討ができるようにしていると

ころでございます。今後、主に費用負担の問題ということになると思いますけれども、国

民の理解を得つつ、経済産業省において議論を進めていくことが適当であるということで

す。

最後、１８ページの９に関しては、次期通常国会に法案を提出すべく準備を進めていく

ことになると思いますけれども、若干エクスキューズがございまして、今後、法制面の検

討をしていくに当たって、法技術的に、この報告書に書いてあることがどうしても困難と

いうこともあろうかと思いますけれども、そのときには、できる限りこの趣旨を踏まえて、

適切な代替案について検討していくことが望まれるということです。ありがとうございま

した。

○柏木委員長

どうもありがとうございました。大変な労作だと思いますが、いずれにしましても、こ

れからこれをベースに皆様方からご意見を伺うということになりますので、よろしくお願

いいたします。発言される場合は、札を立てていただくというルールで、なるべくその順

番に沿ってやりたいと思います。山田委員、清水委員、永田委員、辰巳委員、市川委員で

すね。その後、遠藤委員、本多委員。それでは、山田委員、どうぞ。

○山田委員

これまでも電力多消費産業に対する軽減措置の必要性について申し述べてまいりました。

今回の報告書では、こうした点に配慮すべきとの意見があったという取り扱いにとどまっ

ているということについて、強い問題意識を持っております。大枠の中でも、国民負担や

産業競争力の観点を踏まえて、今後、詳細を検討していくんだということになっていたは

ずですので、その点について何点か申し上げていきたいと思います。少し時間をいただき

ますけれども、丁寧な説明が必要だと思いますので、お許しいただきたいと思います。

まず、再生可能エネルギーの利用拡大への反対意見は、この委員会ではないと思ってお

ります。我々エネルギー多消費産業に属する人間も含めて、これについては賛成している。

しかしながら、現状では再生可能エネルギーの経済性は大きく劣る、多大な負担になると

いうことですから、エネルギー多消費に極めて大きな影響があると考えております。した

がいまして、負担総額の圧縮ということとあわせて、並行的に電力多消費産業への軽減措

置が必要だというふうに認識しております。以下、少し具体的にお話しさせていただきた



-13-

いと思います。

電力多消費産業と言われている３つの業種があるわけですけれども、電炉業、鋳造業に

おいては、電気を使ってスクラップを溶解する、１,５００度以上ぐらいの熱エネルギーが

必要だということ、あるいは、ソーダ業においては、食塩水を分解するということから多

大なエネルギーが必要になっております。こうしたエネルギーは、一般的に電気を駆動等

に使われる製造業に比べて非常に大きい。具体的な数字で申しますと、売上高に占める電

力使用量の割合、これを売上高電力使用原単位といった言い方をしていいと思いますけれ

ども、製造業平均に比べて１０倍以上ということで、圧倒的に大きいという実態がござい

ます。

こうした電力多消費産業にとってみれば、再生可能エネルギーの育成のための支援コス

トを上乗せした電力料金、これは市場性がないわけですので、この結果、多大な負担にな

る。したがって、電力料金に一律に上乗せするということは必ずしも公平とは言えないの

ではないかと考えております。また、電力多消費産業にとって、電力コスト削減はコスト

競争力確保の源泉であります。これまでも必死に削減してきており、削減余地がほとんど

ないのが実態です。今回、電力料金が大幅にアップされますと、コスト増、収益悪化の要

因となるだけで、電力消費の削減にはつながらないと考えております。

それと、一般の電力消費者との関係も、若干誤解があるのではないかと思います。これ

まで一般の電力消費者を代表される委員の方から、一部の産業に軽減措置を認めると軽減

された費用が消費者に回ってくる、したがって負担が大きくなるという指摘がございまし

た。これは当然そうなんですけれども、そもそも一般の電力消費者と産業界が、別に対立

する概念にあるわけではなくて、家庭の皆様も、そういった企業の収入、あるいは雇用で

生活が成り立っているということだろうと思っております。

したがいまして、一般の電力消費者の皆さんの気持ちを推測しますと、電力料金が高く

なることを懸念されているのであって、そういった産業が競争力を失っていいというふう

に考えておられるわけではないのではないかと考えております。電力多消費への軽減措置

を含めて、電力消費者の負担が適切な範囲になるということであればいいのではないかな

と。

例えばドイツでは、軽減措置の負担分を、サーチャージの１０パーセントを上限として

電力消費者全体で負担しているということがございます。また、軽減措置に必要な財源に

ついては、一般の消費者の皆さんが負担するということではなくて、国の財政負担によっ
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てやるというやり方もあろうと思います。その辺についてはぜひとも検討いただきたいと

思います。

それと、今回の議論の中で、一般論で、一律に電気料金に上乗せすることが公平だとい

うふうに言われておりまして、電力多消費産業への具体的な影響、あるいは軽減措置に必

要な財源、あるいは他の消費者への影響といったことについて、具体的な検証は行われて

いない中で、一律が公平なので対応はできないとすることは甚だ問題だと思います。

今回、具体的な数字を準備してまいりましたので、簡単にご説明させていただきますけ

れども、３業種の負担額をキロワットアワー当たりサーチャージ０.５円を前提に計算しま

すと、影響額が１００億円強であります。具体的な軽減措置として、先ほども言いました

が、売上高電力使用原単位が非常に高いという特徴がありますので、例えば製造業平均の

２倍まではサーチャージ額を全額負担する。２倍を超えた場合に初めてサーチャージ額を

免除するといった場合を考えますと、１００億を下回るレベルに圧縮が可能だと考えます。

この１００億円というレベルは、今回の買い取りによる負担額が４,６２２億円というの

が０.５円のケースでございますので、比率でいいますと２.２パーセント相当ですね。し

たがいまして、０.５円の引き上げに対しまして、２．２パーセントですので、０.０１１

円付加されるというレベルであります。標準世帯３００キロワットアワーとして、１５０

円というのが答申にございましたけれども、それが３.３円上がるというレベルであります。

こうした規模ですから、サーチャージへの上乗せ、あるいは国の財政措置による対応とい

うことが可能なのではないかと考えます。

いずれにしましても、日本になくてはならない産業にもかかわらず、電力料金への一律

上乗せの結果、これは製造プロセス上、電力を大量に消費せざるを得ないという産業です

から、そういった産業が著しく悪影響を受けるということは、産業政策上も決してあって

はならないのではないかと考えております。

したがいまして、この報告書の中も、その他の留意事項でそういう指摘があったという

ことではなくて、例えば、１６ページの７の「円滑な制度移行とその効果検証」という項

がございますが、そういった中で、エネルギー多消費産業への影響をしっかり見ていただ

きまして、軽減措置等が必要ということであれば、その必要な措置をちゃんととるという

ふうに明記していただきたいと思います。以上です。

○柏木委員長

ありがとうございました。今、エネルギー多消費産業から、１６ページの７の記述に関
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して、少し入れてもらえないだろうかというご意見がございました。清水委員、どうぞ。

○清水委員

商工会議所の清水でございます。よろしくお願いします。商工会議所としては３点、今

日、申し上げておきたいと思います。

まず初めに、総論として、報告書（案）の最終ページに、他の地球温暖化対策に関する

施策と一体的に検討されてというふうな表現があったかと思うんですけれども、この負担

と効果についてはなるたけ丁寧にご説明をいただければなと思っております。これは一番

初めの会議でも申し上げたことですので、重複になりますけれども、ぜひそこについては

お願いしたいと思います。

２つ目に、円滑な制度の移行について、中小事業者も負担を簡単にシミュレートできる

ような仕組みづくりについては、これも過日の会議で要望を申し上げましたけれども、負

担と対極にある明るい話として、新しい本制度の先に、どのような新成長戦略というのが

具体的に書かれているのかというのが、産業の育成とか、言葉では何となくわかるんです

けれども、具体的にそれがどう点と点がつながっているのかというのがよくわかりません

ので、その辺も、できれば具体的なご説明をいただければなと思っております。

最後に３点目ですけれども、中小事業者への普及を考えた場合に、ある程度の規模にま

とめ上げていくことが効率化につながるというふうに、これも前回の会議で申し上げたか

もしれませんけれども、その取り組みを後押しするような仕組み、例えば中小企業が集ま

って再生可能エネルギーに取り組むということに対して、何かご支援をいただけませんか

ということも最後に申し上げておきたいと思います。

ここから先は私の個人的な意見ですが、こちらの制度については、全体を通して公平性

というのが非常に強く前に押し出ているように私は感じているので、これは商工会議所と

してというよりも私の個人的な考えなんですけれども、例えば金銭的な支援が難しいとい

うことであれば、我々中小の事業者はなかなかその知恵がないので、どうやって効率化を

したらいいのかとかそういったことについて、何か知恵をおかりできればなと思っており

ます。以上でございます。

○柏木委員長

ありがとうございました。永田委員、どうぞ。

○永田委員

風力発電協会の永田でございます。この報告書につきましては、風力発電の実情をよく
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反映していただいておりますので、文面を変えるとか意見ということではなく、ただ、幅

を持って書かれたり、不確定なところもございますので、その点についてコメントないし

はお願いを２点だけさせていただきたいと思います。

１つは、５ページのところの買取価格・期間に関する事項でございます。前回の繰り返

しになりますが、１７行目のところで、２０円が最低限必要なラインと書いていただいて

おりますけれども、風力業界としては、２０円に向けた企業努力をして、極力引き下げる

ということで頑張りたいと思いますので、ぜひこの線でお願いしたいというのが買取価格

に関してでございます。

一方の買取期間につきましては、一番下の２５行目に、先ほど渡邊課長からもご説明が

ありましたように、１５年を軸としてということでございますけれども、これも前回の繰

り返しになりますが、風力の場合は減価償却が１７年間、それから電力会社との売電契約

も１７年がほとんどでございますので、ぜひこの点をご考慮賜ればということでございま

す。そこで、買取期間が何年になるかわかりませんが、仮にその期間が過ぎた場合の扱い

につきましては、６ページの図の右側のところに、注として小さい字で、「この試算におい

ては、１６年目以降の収益がゼロになる訳ではない等、一定の仮定のもと試算を行って」

と書かれております。こういう前提のもとで、買取期間と買取価格の組み合わせがこの図

のようになるということであり、また買取期間が過ぎた場合につきましてもＣＯ２の削減

に貢献するわけでありますので、期間経過後にも事業が成立するための何らかの保証ない

しはスキーム、制度的な措置・手当等をぜひお願いできればということでございます。そ

れが第１点でございます。

第２点は、１０ページの新設・既設、特に既設の扱いでございまして、１０ページの１

０行目のところに注２というのがございます。この趣旨は、既設分についても、それなり

の貢献をしているので、ご配慮いただけるということでございますけれども、１２行目の

ところに、「ＲＰＳ制度下での平均的な取引価格よりも若干高めに設定する」ということが

書かれております。ご存じのように、現在のＲＰＳ制度下での買取価格は低迷しておりま

して、３分の１の補助金をいただいたベースで１０円１０銭ぐらいになっていると思いま

す。しかしながら、もしＲＰＳ制度が存続していれば、これから義務量が急激に増えてい

くことから、買取価格は多分上がっていただろうということも想定されるわけでございま

して、現行の平均的な取引価格というのは低迷している中での水準という実態を、ぜひご

理解いただきたいということでございます。もう一つは、その下の行に書いてありますけ
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れども、「こうした価格設定を行う目的は、既設設備の操業を維持する」という趣旨でござ

いますので、風力は一律幾らということになる場合、買取価格の分布等をよく見ていただ

いて、できるだけ現行の設備が存続できるような高めの価格設定にしていただければとい

うお願いでございます。以上でございます。

○柏木委員長

ありがとうございました。辰巳委員、どうぞ。次が、市川委員、遠藤委員になります。

○辰巳委員

３つぐらいお話しさせていただきたいと思います。

最初に、３ページのバイオマス発電のところですが、まず、「バイオマス」という単語が

あって、それが発電を意味したり、原料を指したりと、バイオマス発電は「バイオマス発

電」と書いてありますが、「バイオマス」とだけ書いたときに、何を指しているのかわかり

にくいなと思いました。タイトルに「バイオマスの要件」と書いているところ、例えば、

「また」と書いてある、２１行目の「バイオマスの中」というときの、これはバイオマス

原料の話だと思います。そんなことで、消費者はバイオマスの仕組みがわかっていないか

もしれませんので、ぜひお願いしたいと思います。

それで、修正というか、２４行目、「さらに、バイオマスを収集・輸送する際に」と書い

てあって、「温暖化対策にも」と書いてある、「も」がすごく気になります。温暖化対策と

いうのは目的の１番目に挙がっていたと思います。この「も」はないほうがいいと私は思

っておりまして、温暖化対策に資するという新制度の趣旨にそぐわないと思います。

もう一つ、下から３行目のところですが、３５行目、このあたりもとてもあいまいな感

じがしております。「バイオマス発電の普及拡大の観点からは」と書いてあって、上にずっ

と、いろいろ検討しなければいけないよと書いているのに、「過度に厳しい基準を設けるこ

とは適当ではないとの考え方もあり」、これはご意見だったと思いますが、こういうふうに

書くと、ここに書いていることが、両極の話が書かれているため仕方がないのかもしれま

せんが、非常にあいまいな表現となり、きちんと仕組みをつくる話しなのに、「過度に」と

いう単語があると、どのレベルを過度というのかがわからなくなります。だから、基準を

決めるという話ですが、私はこの部分が、とても気になります。ですから、「バイオマス発

電の普及拡大に資するということを考えて」というぐらいにして欲しいなと思っておりま

す。それが１つ。

それから、２つ目、１１ページの買取主体の話のところ、いろいろな単語が出てきます。
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特定電気事業者だったり、特定供給だったり、あと、資本関係のある子会社とかいろいろ

あって、このあたりをもう少しわかりやすく整理してほしいと思います。２ページのとこ

ろに絵で、新しい制度のイメージと書いていて、買取りをするのは電力会社だけになって

いますが、おそらくここにそういうのも入ってくるのではないのかなと思います。

最後、広報の話、国民負担の話ですが、前より同じことを申しておりますが、私たちが

何のために負担をするのかがわかるように説明していただきたい。私も、先ほどのご意見

と全く同じで、ただ負担、負担と言われると、本当にに負担でしかないように思うので、

支払うことで持続可能なエネルギーが増えるのだということが、わかるような説明をして

いただきたいと思います。

それから、従量制で額は決まるのだということは、なかなか消費者に行き届いていない

のではないかと思います。１５０円から２００円という金額がひとり歩きしていますもの

で、たくさん電気を使えば高くなるわけですよね。それも広報の中できちんと話してほし

い。逆に言うと、この前も言いましたが、負担をしたくなければ省エネをすればいいとい

う話をぜひ広報の中に入れていただきたいということです。

それから、前回、市川委員がお休みになって、コメントでお出しになっていた話があっ

たと思いますが、どこの事業者がどれだけ発電をして、どれだけ買い取ってというデータ

がきちんとわかると思いますので、自分の負担するお金に関心があれば、どこかを検索す

れば、今こういうお金に対して払っているのだなというのがわかるようなシステムをとっ

ていただけないかなと私も思っています。ぜひそれを、仕組みですけれども、ご検討いた

だきたいなと思います。

○柏木委員長

どうもありがとうございました。それでは、市川委員、どうぞ。

○市川委員

３点、意見を述べたいと思います。

最初に、１８ページの上から３行目に、「消費者の負担をできる限り小さくしてほしいと

の意見」と書いてございますが、ここのところは読み方によっては、再生可能エネルギー

導入はそんな少なくてもいいのかというふうに受けとめられかねないので、そうではなく

て、ある程度の導入拡大を目指しながら、でも消費者の負担はなるべく小さくしてほしい

という、その辺のニュアンスをきちんと入れていただきたいなと思いました。

それから２点目、前回欠席したので、意見書で出しました。負担の公平性のところで、
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産業界の産業影響力に影響が生じることに留意すべきというご意見のところ、確かにその

お気持ちのところはとても共感を持ちます。ただ、全量買取制度の中での負担の公平性は、

私は重要なかなめだろうなと思っております。つまりどういうことを言いたいかといいま

すと、電気料金への一律上乗せで全部回収してしまう制度が本当にいいのかな、クエスチ

ョンです。それから、先ほども山田委員がおっしゃいましたけれども、電力を多く消費す

る産業にとっては、公平性があるとは必ずしも言えないのではないかという、このあたり

のところを私としても、もうちょっと早い段階でこういう情報をきちんとたくさん聞きた

かったなという思いがあります。

このあたりの話というのは、電気代に上乗せして、どこまで回収してもらう、その限界

がひょっとしてあるのではないか。また、それが足りない分は国民負担として税金から補

助金とか、そういう形も検討する必要があるのではないかなという思いを抱いております。

電力を多く消費する産業分野を、いわゆる産業構造改革していく必要があるんだという

のであれば、もっと明確なビジョンを私たち消費者にも、国としてお話しして示してほし

いです。そうすれば、もうちょっと先のことも考えられると思うんです。私たちが判断を

迷っているときには、もうちょっと丁寧に情報を出していただきたいなという思いを持っ

ております。それは専門家の先生方に対しても、もうちょっと丁寧に説明とか情報を私た

ちにも、理解が足りないかもしれないですけれども、出していただきたいなと思っていま

す。

３つ目は、１７ページの９行目の情報提供のところです。これは前回の意見書のところ

にも書いたんですが、ただ単に情報を提供すればいいというのではなくて、国民が負担を

しているのだから、国民が知りたい情報を、対話ができるような情報をきちんと出して、

公表していくような情報提供をしていただきたいと思っております。 以上でございます。

○柏木委員長

どうもありがとうございました。遠藤委員、どうぞ。

○遠藤委員

エネットの遠藤でございます。まず初めに、今回、非常に複雑で多岐にわたる検討内容

に対しまして短期間で報告書を取りまとめていただきました、柏木委員長をはじめ事務局

の皆さんのご努力に敬意を表したいと思います。どうもありがとうございます。

私のほうからは４点ほどございまして、簡単に述べますけれども、まず１点目ですが、

今回、継続検討になっている事項がまだ幾つか残っておりまして、それをできる限り早く
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結論を出していただきたいというお願いでございます。買取価格もそうなんですけれども、

特にバイオマスの対象がどこまで入るのか、あるいは既存設備の買取価格のつけ方、そこ

ら辺も含めて、事業者にとっては死活問題です。今、我々ＰＰＳも、発電事業者さんとも

いろいろお話しさせていただいているんですが、なかなか制度の中身が決まらないので事

業計画が立てられないということで、計画をストップしたり、設備を打つことも戸惑って

いる方もいらっしゃるようでございます。ということで、なるべく早くそういった事項に

ついて決定していただきたいということが、まず１点目でございます。

２点目なんですけれども、バンキングの件でございまして、前々回の委員会のときに、

かなり多くの方がバンキングについてはご発言されたと記憶しています。ここにバンキン

グの扱いについて書かれているんですけれども、私どもから見ると、今回、バンキングは

特に対策をしないということで、この表現４行ほどで書かれているんですけれども、もう

少しきちんとしたご説明をいただきたかったなというのが率直な印象でございます。

そのときの意見の中で、これからグリーン証書、あるいは東京都の都条例のクレジット

といったところへの影響等も懸念される声もありましたので、こういった制度を切り捨て

るような形で行われたときに、その影響はどういったことが出てくるのかということも含

めて、フォローをぜひお願いしたいと思います。

３つ目は、広報の関係ですけれども、広報をやっていただくことは非常に重要だと思っ

ていますけれども、そのやり方ですね。どういうやり方が一番皆さんに伝わるのかという

ことも含めて、よく考える必要があるのかなと。去年もチラシを配られたと思うんですけ

れども、それがどのぐらいの効果があったかというのも私どもはあまりよくわかっており

ません。ということで、ほんとうにどういったやり方がいいということも含めて、検討し

ていただければということでございます。

最後、４点目は、環境価値の扱いのことでございまして、これは過去の委員会のときに

も申し上げておりますので、重複しますので詳細は控えさせていただきますが、環境価値

をどういうふうに配分するか。それから、それが大多数の買取電源に及ぶということで、

環境配慮法あるいは温対法等、我々が関係しております周辺の制度にも影響してきますの

で、これは経産省さんだけではなくて、ほかの省庁さんとの関係もあると思いますので、

そういったところへの働きかけ、あるいは調整を、今後もぜひよろしくお願いしたいと思

います。以上でございます。
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○柏木委員長

ありがとうございました。それでは、本多委員、どうぞ。

○本多委員

報告書全体で、我々太陽光発電協会として、いろいろ意見を述べさせていただいたこと

が、両論併記の部分もありますけれども、ほぼ取り上げていただいていると思っておりま

す。全体的にすごい内容で、この時間だけですべてを理解するのは難しいですが、大変よ

くまとまったものだと思っております。

実は我々、太陽光発電の業界団体なんですけれども、いろいろな業種の方が参入されて

おりまして、必ずしもこの制度がどうだということについては、全員がウエルカムという

ことではないと思っております。理由は、例えばサプライチェーンを考えてみても、我々、

太陽電池をつくるサプライチェーンを考えた場合、川上でいきますと、例えば結晶を引き

上げたり、鋳造で結晶をつくっている部門がございます。おそらくこういうところは相当

電気を使っている部署だと思います。もしこの部門が切り離されていたら、おそらくとん

でもないという話になると思うんですけれども、太陽光発電協会の中での議論は、紛糾し

たときは必ず、冒頭に説明がありました基本的な考え方、一番最初の項目のところですけ

れども、ここに立ち返って、どうするんだということを共通のベースにする。その中で選

ばれたのが、つまり国として方針で決められたのが、全量買取制度をやろうということは

決まったものだということを理解しております。

与えられた場の中で、我々産業として何をするかということを考えた場合、偉そうなこ

とを言えないんですけれども、といいますのは、サーチャージでいきますと、我々は皆さ

んに負担をお願いする立場にあろうかと思います。おそらく意見をとると、ほとんどの方

がサーチャージの、この場に出ておられない産業の方も、電気代が上がるのはかなわんな

というのは共通したものだと思います。

その中で、我々太陽電池産業が何をもってお返しするかということになりますと、冒頭

の基本的な考え方に戻るんですけれども、例えば、太陽光発電が普及することによって、

新たに投資を、設備の増強その他で生み出すとか、地方に工事で雇用を生み出すとか、そ

れから、もう一つ重要なことは、この前計算したんですけれども、部材だけでも相当な量

が普及することによって、関連産業の中に大きな影響を及ぼしてくるということがわかり

ました。例えばガラスであったり、ガラスのほかに、下に使っています透明のプラスチッ

ク、熱可塑性の樹脂なんですけれども、こういうものとか、周辺のアルミ材とか、これは
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ばかにできない量が将来的には出てくるということがわかりました。そういう意味では、

例えばメーカーだけがもうかるというようなことは絶対ないと考えております。再投資を

して量を拡大し、研究開発しないと競争に勝っていけないというのが現実でございますの

で、一時的に制度で何がしかの利益を得たとしても、永遠にその制度が産業を支えるもの

ではないというふうに覚悟しております。

ぜひこの制度を、とにかくスタートさせて、１７ページのところに書いてあるように、

一方的にどこかにものすごい負担があったり、ものすごくいい目がある、利益だけを上げ

ているということがないような見直しをやることが、この制度そのものが重要だと思って

おります。まずスタートを切っていただきたいというのが私の意見です。

もう一つは、この制度の中で、実は読んでいきますと、既存の産業の拡大の中だけでは

なしに、新しいビジネスチャンス、ビジネスモデルもあろうかと思います。ただ、それが

必ずしも制度によってずっと隆々と伸びていくものではないということは、諸外国の今ま

での同様の制度を見てもわかっております。そういう意味では、相当慎重に長期的な視野

に立って、どういうビジネスを広げていくかとか、どういう新しいビジネスを取り込んで

いくかということが、おそらくこの制度がスタートした後に、我々産業にも突きつけられ

る大きな課題であろうかと思っております。

まずはスタートポイントに立てたということで、感謝申し上げます。

○柏木委員長

ありがとうございました。横山委員、どうぞ。次が、鈴木委員、荒川委員、安達委員代

理、西山委員。

○横山委員

３ページ目のカッコ３に買取対象としてのバイオマスの要件が書かれてございます。こ

こは多分に国産バイオマスに加えて外国産の輸入バイオマスにも関係しますので、２点ほ

どお話しさせてください。例えば、日本の住宅メーカーはほとんど７割以上の木材を外国

から輸入しているわけです。それを加工して使うわけですが、その際に、端材であるとか、

プレーナーダスト、あるいはおがくず、これを利用して発電しているケースが多いわけで

す。この木質バイオマス発電は少なからず、産廃の減容化に加えてＧＨＧ削減に効果があ

るわけでございますけれども、しかしながら当然、投資額に見合うようなリターンはない

わけです。しかし、先行事例としてこういう事業をしているわけで、個人的にはむしろプ

レミアムをつけてあげたい、そんな気もするぐらいです。ですから、こういう場合には、
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輸入材という理由で対象から外さないで、公平になさっていただきたい。これが第１点目

でございます。

２つ目は、２８行目に１，２，３の要件がございますが、大変これは、厳密に考えます

とハードルが高い要件です。一事業者ではなかなかできない問題かと思います。例えばＬ

ＣＡがございますが、これも具体的に１点だけ挙げますけれども、バイオマスの場合、土

地利用変化によるＧＨＧ削減問題が最近、国際的な問題として出てきているわけです。こ

れも直接的な土地利用変化に加えて、間接的な土地利用変化というのがあるわけでござい

まして、こんなことを考えますと非常に難しい問題が出てくる。

一つは、今、経産省のご指導でＮＥＤＯさんが、バイオ燃料のＧＨＧ排出量デフォルト

値算定検討会がございます。もう一つが、バイオ燃料導入の持続に係わる持続可能性基準

等に関する検討会がございまして、ここでの議論を参考にすれば何かいい指標が出てくる

のではないかと、そんな感じがいたします。 いずれにいたしましても、あくまでもバイオ

マス発電の普及導入の拡大とその育成という観点もぜひご配慮いただきたい。これが２つ

目でございます。ありがとうございました。

○柏木委員長

ありがとうございました。鈴木委員、どうぞ。

○鈴木委員

今回の全量買取制度の取りまとめに当たりまして、これまでもいろいろな場で申し上げ

てきた点と重複する点もございますが、幾つか申し上げたいと思います。今回の全量買取

制度は、国全体として低炭素社会を目指すという趣旨での制度かと思います。したがいま

して、私ども電気事業者としましては、プロジェクトチームのヒアリングのころから、電

気料金により電気の使用者のみで負担するということではなく、税その他の方法によりま

して広くエネルギー消費全般で負担する制度というのが望ましいのではないかということ

を、ご意見として申し述べてきた次第でございます。

資料の１７ページにおきましても、３～５年後の見直しということが記載されてござい

ますが、仮に今回、電気料金に上乗せというサーチャージ方式でスタートするといたしま

しても、今後、その負担のあり方につきましては、他の環境政策の動向、あるいは負担の

影響度合い等も踏まえながら、従来の補助金制度、あるいは税その他の方法も含めた、柔

軟で、かつ機動的な見直しをぜひよろしくお願いしたいと、改めて申し上げたいと思いま

す。
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その上で、今回こういう形でスタートする場合には、先ほどの山田委員、市川委員のご

発言とも関連いたしますけれども、前回も申しましたとおり、私ども、家庭用から産業用

も含めて、あらゆる業種、あるいは消費者の皆様がお客様であるという事業でございます。

そうした事業者の立場としましては、電気料金制度の仕組みの中でこの制度を回していく

以上は、特定のお客様に特別扱いというのは非常に難しいということをぜひご理解いただ

きたいと思います。国の産業政策ということで、負担軽減策といったことをもし考えるの

であれば、それは電気料金制度ということではなくて、前回もいろいろお話が出ていまし

たけれども、財政措置も含めたポリシーミックスといった中で、対策を考えていただけれ

ばということをお願いしたいと思います。以上です。

○柏木委員長

ありがとうございました。次に、荒川委員、どうぞ。

○荒川委員

私のほうから、２つお話しさせていただきたいと思います。

最初の部分は、永田委員のほうから、風力に関しまして最初にご質問があったのと重複

するんですけれども、例えば昨日、１５年でやるということが報道で出たようでした。そ

うしますとすぐ、私は学識経験者ですから、そんなことは聞きませんよと言いますけれど

も、すぐ連絡がありまして、何で２０年じゃないんだとかいうことまで含めて質問が出て

くるということがありまして、多くの方が興味を持っていらっしゃるということがよくわ

かった次第でございます。

先ほど質問がありましたけれども、６ページの表は、１５年、２０年に関してきれいな

形でほとんど差がない。一定の仮定のもとに試算を行っているというぐあいにご説明して

いただいていて、多分、このような形で試算するとそうだと思っておりますが、一方では、

後ろのほうで、期間終了後に関しましては電気事業法に基づく規制に服するということが

ありまして、そういうものの整合性がきちんととれているのかなと、今日、改めて拝見し

て感じております。

多分、整合性がとれていると思っておりますけれども、そういうことが、多くの方々が、

今回の場合にはＲＰＳから、補助金制度から固定価格になりますので、銀行的なファイナ

ンスのところも非常に興味を持っていらっしゃると思いますので、広く、わかりやすい形

で資料をつくって、さらに一歩踏み込んでいただければ、皆さん納得していただけるので

はないかなと思っておりますので、さらに丁寧にその辺の、附属資料でも何でも結構でご
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ざいますので、もしまとめていただければありがたいなと思っているところでございます。

２番目の話としましては、前回の系統のお話のときも質問させていただいたところでご

ざいますけれども、今回の固定価格ということで、遠隔地の場合には、系統が必要なとき

にはすべて発電者側の方々に負担をお願いする。さらに、系統増強の場合にもそうです、

というようなお話で進んでおりますが、今回に関しては、報告書に関して、それは詳しく

記載されずに、１５ページ、１６ページのところで「系統安定化対策について」という形

で、別な委員会で、いろいろな形で詳しい議論を行うという形で進んでいるかと理解して

おります。

そのときに、さまざまな考え方があることを私も承知しているところでございますけれ

ども、何らかの形で、発電事業者のほうに再生可能エネルギーを普及させるということが

ございますので、そういう点で、何らかの新しい対策というものが必要なときに、円滑に、

柔軟に動けるような体制をとっておいていただければありがたいなと思っております。

具体的には、もう一つ同じような例としまして、先ほど、太陽光の大規模なところに関

しまして１０年という話が、大規模ですから延ばすのが適切ではないでしょうかというお

話もございましたけれども、そのような形で、いろいろな意味で柔軟に動かす、それで再

生可能エネルギーを普及させるということがほんとうに必要なことなんだろうと私も承知

しております。それと同じような視点で、固定価格でやるわけですけれども、運用の面で、

上手に、私の場合には、先ほど言ったような系統など、再生可能エネルギー全体の周りの

インフラなどに関しましては、補助金という言葉が適切なのかどうかわかりませんけれど

も、必要であるならば、そういうものもどこかでうまく運用するようにしていただければ

ありがたいなと思っております。

前回の質問に対しましても、すべてのプレーヤーが不満を持つぐらいが一番いいシステ

ムづくりですよというお話をいただきました。私もそれはそのとおりだと思っております。

ただ、それをすることによってそれぞれのプレーヤーが、死んではいけないと言ったら変

ですけれども、どんどん負担をしながらも伸びていかなければいけない。そこに上手に潤

滑剤を投入する。「潤滑剤」という言葉を使いますけれども、機能するように動かさなけれ

ばいけないんじゃないかなと。

先ほど、機動的な見直しも必要だという話も出てまいりましたけれども、そのような視

点で、必要なところはぜひ上手に、固定価格ということでしっかり議論して、大体の枠組

みが決まりましたけれども、今後の運用に当たりまして、もし必要なところがありました
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ならば、政府として、国として、潤滑剤的な役割のもの、あるいは補助金というようなも

のも考えて、再生可能エネルギーの普及、あるいは、最終的にはそういうことをすること

によって全体の価格が下がってくるものと信じておりますので、そういうきっかけをつく

っていただければありがたいと思っているところでございます。以上です。

○柏木委員長

ありがとうございました。それでは、次が、安達委員代理です。

○前田委員（安達委員代理）

日本地熱開発企業協議会の安達でございます。まずは、短期間に非常に精力的にこの委

員会を行われて、緻密な報告書の案を作成いただいたことに感謝申し上げます。

文言の修正の希望はないのですが、唯一、この案の中に、「地熱発電」という単語が全く

出ていないものですから、１ページ目の２２行目、「太陽光発電、風力発電などの」と一く

くりにせずに、ここに入れていただければありがたいと思っております。

それから、買取対象でありますけれども、効率の悪いバイナリー方式の地熱発電だけが

ＲＰＳ法のもとで対象とされてきましたことに対して、私ども異議を申し立ててまいりま

したけれども、全量買取制度におきましては、効率のよい蒸気フラッシュ方式の地熱発電

も対象として認めていただいたことに感謝いたしております。

それから、買取価格と期間ですけれども、国民負担を考慮しまして、私どもはＩＲＲ６

パーセントという非常に低い値で試算をいたしまして、それで、１５円で１５年間では開

発可能な地点は一つもないという試算結果を発表してまいりましたけれども、また、２４

円で１５年間ですと、それで決めていただければ６２万キロワットの地熱発電が貢献でき

るということで発表してまいりましたけれども、ここで、２０円、１５年でも３０万キロ

ワット程度の貢献ができますので、まずはこの制度を早くスタートさせていただきたいと

考えております。

既にこの制度をあてにして、新規の地熱発電開発に着手している地点が複数あります。

６パーセントという非常に低いＩＲＲを、少しでも高くなるようなネットプレゼントバリ

ューを実現しまして、投資家の期待にこたえるというのは、我々の技術力とコスト削減意

識の見せどころであるというふうに私ども地熱開発企業協議会では話しております。した

がいまして、これがスタートして、どんどん新規地域ができてくることによってコスト削

減効果というものも出てくると考えております。

また、電源ごとのコストに対応した買取価格を要望してまいりましたけれども、その意
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図するところは、市場原理で競争すると弊害が非常に多く出るということを懸念しており

ました。各種再生可能エネルギーをバランスよく普及拡大させるということのほうが、我

が国のエネルギーセキュリティと世界の低炭素化に貢献するという上で、市場原理よりも

優れているというふうに私ども考えておりますけれども、しかしながら、この制度を早く

スタートさせるということの優先度が高いと考えておりますので、エネルギー種の間のア

ンバランスが生じるような事態に至ることが見えた時点で、制度をより良い方向へと見直

していくという観点が報告書（案）の中に書かれておりますので、これは大変感謝してお

ります。走りながら考えるということも大事ではないかと考えております。

最後に、既設の扱いに関しては、残念ながら、私どもの地熱発電はＲＰＳ法から漏れた

ということで、既設に対する支援は得られませんでしたけれども、そういうことでやや脱

力感を感じているんですけれども、買取制度は開発着手以降の事業性を担保する制度であ

って、その前の調査段階をケアするものではないということで、ＦＩＴが万能ではないと

いうことを申し上げたいと思います。したがいまして、補助金制度などをうまく活用して、

既設の出力が落ちることがないようにするとか、あるいは既設の事業性が向上することに

よって、新規開発へのモチベーションが高まるような施策をお願いしたいと考えておりま

す。

残念ながら、行政事業レビューによって、私どもの地熱開発促進調査事業が廃止になり

まして、それから、井戸の掘削にかかる補助金も減額廃止の方向で動いていますので、Ｆ

ＩＴにたどり着く前の施策が手薄となってしまって、地熱発電開発冬の時代とＦＩＴによ

る希望のともしびが、あたかも異常気象のごとく同時到来ということで、しかしながら、

まずはＦＩＴの順調な船出を祈念して、委員長と事務局の皆さんに感謝して、私の発言を

終了させていただきます。

○柏木委員長

どうもありがとうございました。西山委員、どうぞ。西山委員、中村委員、大橋委員、

船越委員、こういう順番で行きます。

○西山委員

重複するような格好になって申しわけございませんけれども、まず、５ページの買取価

格・期間に関する事項について、お願いをしたいと思います。風力発電等の太陽光発電以

外の買取価格につきまして、国民負担や社会的費用の軽減も重要であることは十分認識し

ておりますけれども、発電コストや開発へのインセンティブの面からも、最低でもキロワ
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ットアワー当たり２０円での設定が必要と思われます。また、買取期間につきましては、

投資回収が可能な水準以上の買取価格が設定される場合、１５年を基本とすることが適当

とのことでございますけれども、以前にも申し上げましたように、水力発電のように、平

均耐用年数が４０年を超え、投資回収に相当期間、長期を要するものにつきましては、買

取義務終了後におきましても、通常の電気事業法に基づく規制、すなわち卸供給料金算定

規則を適用しまして、適正な料金のもと、卸供給が円滑に継続されますよう、また投資回

収ができますよう、ご配慮をお願いしたいと考えております。

また、ちょっと報告書と離れて、先のご意見とまた重なるわけでございますけれども、

今回の買取制度の導入とあわせまして、従来の国の補助金であります、新エネルギー等導

入促進基礎調査、あるいは中小水力開発促進指導事業基礎調査におけます水力や地熱等の

事業可能性調査の補助金が減額、あるいはなくなるという話も聞いております。開発前の

可能性調査段階におきます投資につきましては、非常に回収にリスクを伴っておりますの

で、ぜひ国における補助の継続が必要と考えておりますので、ご検討をお願いしたいと考

えております。

最後になりますけれども、１７ページの制度導入後の検証についてでございます。新制

度に移行いたしますと、社会的、経済的、あるいは技術的にも想定し得ないことが当然、

起こり得ることと思います。そのような場合は、再生可能エネルギー導入促進のため、買

取価格や期間はもとより、電源ごとの特性を踏まえた上で効果の検証を行うとともに、先

ほどもご意見がございましたように、補助制度の復活等、必要に応じた制度の見直しを行

っていただきたいと考えております。以上でございます。

○柏木委員長

どうもありがとうございました。中村委員、どうぞ。

○中村委員

まず、私どもの意見を酌み取る形で、この報告書（案）をつくっていただいたというこ

とに対しまして感謝申し上げます。

その上で、要望を２点ほど申し上げたいと思いますけれども、３ページの買取対象とし

てのバイオマスの要件につきまして、買取対象の議論のとき、事務局から、既存の産業に

影響を与えないとか、持続可能であるとか、あるいは、地球温暖化対策に資するという観

点で林地残材が考えられるという説明がございまして、ペーパーにも載っていたと思いま

す。あるいは、先般の意見の取りまとめでも書いてあったと思いますが、これは要望でご
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ざいますが、そういう方向性として、林地残材という表現があった。そして、そのことに

ついて私のほうからも、林地残材についてはこういう観点で、既存の産業にも影響を与え

ませんよ、持続可能ですよ、あるいは、京都議定書に基づいても地球温暖化対策としてカ

ウントされていますということで、この条件を満たしていますよということで申し上げま

した。そういうことを踏まえて、こういった条件を満たすものとして林地残材が考えられ

るという議論があったので、もしできるものなら、それを載せていただければと思います。

その上で、表現は別にしまして、基準の検討は必要なことかと思っております。それが１

点目です。

２点目は、１７ページのカッコ２の制度導入後の効果検証に関することですけれども、

私どもも、この制度を早くスタートさせていただきたいという要望でございます。特に既

存の産業には影響を与えないような形で林地残材を供給していくとなりますと、大方の素

材生産の事業体は、火力発電所で混焼に使うバイオマス、いわゆる粉砕したものをつくら

ないといけないわけですけれども、そういった機械を買いまして、林内に持ち込んで、林

内で粉砕するというようなことも考えているようでございますので、できるだけ早くその

方向を出していただきますと、事業体としてもそういったことに早くから取り組むし、安

定的な供給にもつながると思っておりますので、この制度をスタートしていただきたい。

その上で、ここにも書いてありますとおり、機動的な制度の見直しということも含めて

ご検討いただければと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

○柏木委員長

ありがとうございました。続いて、大橋委員、どうぞ。

○大橋委員

前回の論点メモをまとめていただいて報告書（案）ということで、非常にこれまでの議

論をきれいにまとめていただいたなという印象を持っております。

コメントとして、大きなコメント１点と小さいコメント１点の２つがございます。まず、

そもそもを考えてみた時に、地球温暖化対策という観点から今回の再生可能エネルギーの

全量買取制度というものの位置づけを考えてみた場合には、外国諸国と同様に、ＣＯ２の

削減に関する費用対効果が高いもの、あるいは発電効率の高いものが、基本的には入るよ

うな仕組みにすべきなんだろうと思います。ただ、今回風力のみならず、太陽光にも着眼

しているというのは、そもそも振り返ってみると、我が国において、太陽光に関して、半

導体を用いた優秀な技術があるんだというところが基本になっているのかなと思量します。
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そこが、先ほど渡邊課長からご説明になった産業政策なり、育成なりというところの基本

的な背景なのかなと思います。よって、仮にですが、この優秀な技術が輸出を伴った形で

量産効果を発揮できずに普及しない、あるいは輸入が非常に増大してしまったといった事

態が仮に起こるようなことがあれば、太陽光にかかる産業育成という観点からは、見直さ

なければいけない部分・局面というのはあるのかもしれないなと思います。

そういう意味で、今回、１７ページ目に記していただいたような、必要に応じて機動的

に制度の見直しを行うということは非常に重要なのかなと思います。ただ、産業政策とし

ての成功いかんは事業者だけによる話かというと、必ずしもそうでもなくて、お役所のほ

うでも産業政策、あるいは育成ということを言われたからには、例えば輸出に関して言う

と、設備認証の各国とのすり合わせとか、そういうものを輸出の下地として確立していく

ことが非常に重要な話となってくるんだろうとも思います。そこのあたり、ご努力を期待

しているところでもございますし、また、今後の効果検証に関しては、普及がどの程度進

んでいるかということとあわせて、どれだけ設備が輸入や輸出されたのかということも、

産業育成ということの旗の下では非常に重要な側面で、そのようなデータも見ていく必要

があるのかなと思いました。

２番目はやや小さいコメントで、皆さんどなたも触れていらっしゃらない点ですけれど

も、６ページ目の最後の段落のところに小型風力発電のことが記されております。これに

ついては、買取を住宅用と同様にしていくんだということで、それ自体としては私も特段

の異論はないのですけれども、考えてみると、太陽光と違って小型風力というのは、ご家

庭でつけてもうまく動かないケースというのが、風況の状態によってありうるのかなと思

います。そこで、場合によっては、制度として入っているからということで、家庭の側が

あまり考えずに小型風力を入れちゃう場合、いろいろトラブルが起こりかねないのではな

いかということも懸念しております。消費者が新しい制度によってだまされることがない

ように、どういうふうなところに立地しているお客さんに対して小型風力を入れるという

ことにメリットがあるのか、分かるような形の制度にしていただくのがいいのかなと思い

ます。以上です。

○柏木委員長

ありがとうございました。続きまして、船越委員、どうぞ。

○船越委員

各委員からと重複することがあるかもしれませんけれども、意見を述べさせていただき
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ます。

まず１つは、当初から申し上げていたんですけれども、現実的に申しますと、この買取

制度は、温暖化対策基本法の中の３つ構成されているものの一つだということで、これら

全体に対してどういうふうな状況になっていくのかという、全体観を示してほしいという

ことを冒頭から申していたんですけれども、ここに来て、いわゆる環境税というのが石石

税の１.５倍というようなのが出てきた。それから、先行している全量買取制度による負担

感というのがぼつぼつと見えてきた。それから、排出量、排出権取引については、ちょっ

とどうかなと。

そういう状況の中で、だんだん１つ１つが全体となって出てきているというところの中

で、全量買取制度というのをどういうふうに見ていくべきかということなんですけれども、

現実的に申しますと、エネルギー政策として、こういう新しい技術も含めて進めていくと

いうことについては全然異論がないところですが、実際、省エネルギーという面からする

と、産業界というのは、今まで飽くなき努力を続けてきており、さらに続けていこうとい

うことでやっているということなんですけれども、今回の全量買取制度というところを視

点にすると、それによってかなりの影響を受けるところがあるというのは事実です。これ

にどういう対応をしていくかということになるんですけれども、冒頭、山田委員からもあ

りましたけれども、幾つかの多消費産業というものについて言えば、非常に大きなインパ

クトがあるということと同時に、それぞれのつくっている素材というのが意外とエネルギ

ー政策に影響を与えているもの、例えばソーダからつくっていきますようなプラスチック

類というものについて言えば、現実的に言うと、太陽光発電にも部材として使われていく

というようなところがあって、そういうものに影響があるものとそれをうまくハーモナイ

ズさせてやっていかなければいけないというところにかかってくるだろうと思います。こ

の制度が導入されることによって、その産業がなくなってしまうというのは愚の骨頂であ

りまして、いわゆる日本の産業の転換をしていく中で、どういう役割になってくるかとい

うことはありますが、なくしてしまうということはあり得ないだろうと思います。

したがって、そういう意味からして、今回の制度の影響がどこに来て、どういうことに

なるかということを考えてみれば、やっぱり激変緩和措置というのは必要ではないかと思

います。それが金額の面なのか、それとも、例えば開発に対する支援なのか、それから、

どこから入れていくかという期間の問題、入れていくことによって日本全体がよくなると

いう見通し、そういうものがあってこそ、ということになるのではないかと思います。冒
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頭申し上げましたように、エネルギー政策としての全量買取制度という側面を出していた

だいた上で、全体的にどういうところに落としていくかということをぜひ検討していただ

きたいと思います。

○柏木委員長

ありがとうございました。続きまして、山口委員、村関委員、月山委員。

○山口委員

手短に。ＪＸの山口でございます。まず、事務方のほうで、大変短期間にきちっとした

資料をおまとめいただきまして、ありがとうございます。私のほうからは２点、お話をさ

せていただきたいなと思っています。

１つは、制度設計における柔軟性というか、それを相当きちっと持っていただきたいな

と思っています。当然のことながら、ヨーロッパなんか見ていますと、ＦＩＴをとってい

る諸外国なんかでは相当な勢いでシステムコストが下がってきている。５００キロワット

の枠を撤廃するということになると、これはメガの話になってきますので、相当システム

コストもダウンしてくるという話になってくると思いますので、ある意味で競争も激化し

てくるんだろうなと思っています。ただ、それが、この制度をつくるときの大義というか、

目的でありますところの再生可能エネルギーをどうやって普及させていくかということに

ミートするわけですから、それは非常にいいことだろうと思っています。

そういう意味からしますと、これから期間の問題、価格の問題というのが出てくると思

いますけれども、私は個人的にいっても、かなり思い切ったレベルで出されることを期待

していますし、それは、ひいてはシステムコストを下げていって、かつ、それが再生可能

エネルギーの普及促進にまずダイレクトにきいてくるだろうということはどなたもわかる

ことだと思いますので、期待しております。そういう意味では、それを目的とした制度設

計、いわゆる制度の柔軟性を持たせた制度設計をお願いしたいなというのが１点でござい

ます。

もう１点は、先ほどから出ていますように、そうはいっても、電力多消費型産業に与え

るインパクトは、当然のことながら相当強いと思いますので、その制度設計に柔軟に対応

する意味でも、一定の緩和措置といったことも念頭に置いてやっていただければいいのか

なと思っています。

私としましては、まとめになりますけれども、普及させるということが当然、必要不可

欠なわけですので、そういう意味からしますと、ぜひとも勇気を持ってきちっとした、期
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間にしろ、価格にしろ、検討していただければありがたいなと思っています。以上です。

○柏木委員長

ありがとうございました。村関委員、どうぞ。

○村関委員

まず、短期間で非常に大変な作業をしてまとめていただきました、柏木委員長以下に感

謝申し上げたいと思います。

１点、こういった新しい制度が入ってくると、いろいろなビジネスチャンスが出てくる

と思います。例えば５ページの上のほうに、住宅用の屋根貸しといったような形が出てお

りますけれども、制度として、設計の中で、住宅ということなので、発電目的であったと

しても、これは事業形態がどうなるかよくわかりませんけれども、省エネを促進するとい

う意味では、ほんとうに余剰がいいのか、全量がいいのか、ここら辺はこれからの検討に

なるんじゃないかと思いますけれども、そこら辺の検討が必要かなと思います。

もう一つは、先ほど大橋委員のほうからもご指摘がありましたけれども、一方で、こう

いった新しい形態が出てくると、どういったプレーヤーが入ってくるのかというところは

ちょっと心配になるところでございまして、前回までも訪販業者さんの例を申し上げてま

いりましたけれども、一般の事業者の場合には、それを受け取る事業者が企業の場合には

良いのですけれども、家庭用の一般のお客様の場合には、先ほど家庭用の風力発電の話が

ありましたけれども、屋根を貸してくださいというようなことが広がることは、一方でい

いことかもしれませんけれども、本当に大丈夫なんだろうかという不安も覚えるところで

ございまして、そういった意味で、消費者の保護といった点で、何らかの施策を講じてい

ただく必要があるのではないかなと思う次第でございます。以上でございます。

○柏木委員長

ありがとうございました。それでは、月山委員、どうぞ。

○月山委員

私のほうから、制度設計の中身も含めまして、数点、お話しさせていただけたらと思い

ます。

いろいろな方からお話が出ておりますが、今回の全量買取制度は、国民生活、産業活動

に対して非常に大きな影響を及ぼす制度でございます。国におかれましては、今までも相

当ご尽力いただいておりますが、全量買取制度、温暖化対策全般のトータルの負担につき

まして、引き続き、きめ細かな説明、あるいは納得活動、理解活動をぜひ進めていただく
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ようお願いできたらと思っている次第でございます。

細かい点に入ります。一点目は、制度の中での買取期間、それから買取価格についてで

ございます。太陽光発電を除いた、それ以外の再生可能エネルギーによる電気の買取価格

の設定に当たりましては、国民の負担軽減、それから再生可能エネルギー間の競争という

観点、あるいは発電コスト低減のインセンティブを促すという観点が非常に重要だとご指

摘いただいており、私どもも非常に大事なポイントかと思ってございます。先ほど中村委

員からも、林地残材をというようなお話もありましたが、そういったものも含めまして、

今回の制度設計の中では、価格については、一律価格を実施していただくことが、先ほど

申し上げたような観点から、非常に大事なポイントではないかと思っております。ぜひそ

の方向の中で、制度設計をお願いしたいと思います。

もう一つは、今回、資料の１６ページから１７ページにご記載いただいております、制

度導入後の効果検証についてでございます。皆さんからご指摘がありましたが、これにつ

いても非常に重要なポイントかと思ってございます。その中で１つ、１７ページのカッコ

２のところにも、これは趣旨を織り込んでいただいていると理解しているところでござい

ますけれども、太陽光発電の買取価格につきましては、太陽光発電のシステム価格のコス

トダウンを早期に実現するということが、もともとの話にもありました産業政策にもかな

うところと思ってございます。段階的に引き下げるという措置、これを方向性としてしっ

かり実現していただくというのが大事なポイント、国民負担の最小化という話にもつなが

ってくるポイントかと思いますので、よろしくお願いします。

もう一つの点は、これは非常に細かい点になって恐縮でございますが、太陽光発電の買

取方式に関する全量買取の対象範囲、すなわち４ページから５ページに記載していただい

ているところでございます。太陽光発電の買取方式に関する全量買取の対象範囲の検討に

つきましては、５ページのところに、現行制度と新しい制度のイメージというところをお

示しいただいておりますけれども、これに関して議論になりましたのは、制度導入で混乱

することを避けるために、簡明性、その意味で、現行制度との継続性が大事だという点で

あったと記憶してございます。

若干細こうございますが、ここで住宅用、非住宅用の区分、私どもが思っております運

用の仕方と、ここで書いていただいているイメージと、方向性としては同じかと思います

が、細かいところで、運用の中でご相談させていただきたいところがございます。引き続

き、具体的なイメージということで、詳しく設計されていくということだと思いますので、



-35-

個別にご相談させていただけたらありがたいと思っているところでございますので、ご理

解をよろしくお願いいたします。

最後に、先ほどから山田委員、山口委員、あるいは船越委員から、今回の買取制度によ

る負担のインパクトのある業界に対しての配慮をというお話に関する点でございます。ご

指摘いただきましたように、特定の産業について、今回の制度によって死活的な問題が起

こるというのは大変なことだと思ってございます。その意味で、役所、国におかれまして

は、いろいろな政策を総動員していただくという形で、ぜひいろいろな形を考えていただ

くというのが非常に大事なポイントかと、私どもも思っているところでございます。

ただ、料金制度というお話をお考えいただく中では、言葉は悪うございますが、特定の

業種の方に、ある意味で特別扱いするということは、制度設計を具体的に進めていく中で

も、あるいはお客様対応を進めていく中でも、非常に難しい点がございます。料金制度、

あるいはその運用という観点、公平性という観点として、制度設計をぜひお願いしたいと

思っているところでございますので、ご理解をよろしくお願いしたいと思います。以上で

ございます。

○柏木委員長

ありがとうございました。一通り全員ご発言をいただいたということになります。渡邊

課長の方で、何かコメントありますか。

○渡邊省エネ・新エネ部新エネ課長

補助金の件で、幾つかのご意見、荒川先生とか、あるいは地熱の関係で頂きましたが、

新エネルギーの導入促進のための補助金というのは、後年度負担は残るんですけども、住

宅の太陽光を除いては終了するという方向になっています。ただ、地点調査等については、

要求はしているというのが今の状況でございます。

それからもう一つ、前回の資料で、風力の関係だと思いますが、特区みたいなところと

か、特別な場合、一定の区域において戦略的な支援というような書きぶりで書かせていた

だきましたが、何らかの戦略的な支援というのは引き続き検討していくということかと思

います。

それから、太陽光については、実は輸出も結構頑張っていまして、それから、国内でも

頑張って競争力を維持していると思うのですが、風力発電がやや、そういう意味では、ま

だ輸入品が多いというところを私どもは心配しておりまして、風力発電機メーカーに、ぜ

ひこの機会に頑張っていただきたいという希望を持っております。
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それから、負担軽減の話ですけれども、ドイツの措置というのがありますが、ドイツの

場合は減免総額が大体１,０００億円ぐらいになっていまして、先ほど電炉で１００億円と

いう話がございましたけれども、例えばそれにソーダとか中小企業ということに拡大して

くると、負担総額はどのぐらいになるのかとか、なかなか難しい問題があって、これは私

ども、全然検討していないということじゃないんですけれども、いろいろな検討をした上

で、難しい問題があるのかなということがあります。

もう一つは、公平性の大原則というのがございまして、私どもの検討の圏域を超えると

いうか、そういう感じもちょっとしているところでございます。

いずれにしましても、ご意見をいただいたところを可能な限り反映させるような方向で

修文させていただきたいと思っております。

○柏木委員長

どうもありがとうございました。皆さんからご意見をいただいて、委員会が随分機能し

てきたという感じは否めないのではないかと思います。極めて建設的だと思います。

位置づけとしては、今日の参考資料１の「再生可能エネルギーの全量買取制度の導入に

当たって」は、政治主導でできたプロジェクトチームで、私ももちろん委員で参画してい

まして、こういう方向で現政権が、再生可能エネルギー、エネルギー政策、環境政策、あ

るいは産業政策も含めてやることが極めて良いのだとマニフェストに書かれて、国民の支

持を受けた。彼らが決断した内容が参考資料１で、基本的な考え方並びに具体的な制度イ

メージ、これに沿って、今度は総合資源調査会の下部の小委員会として、法律マターにす

るということになるわけですから、この小委員会が開かれて、これに沿った形で、それぞ

れ皆さんが、こういう方向でやるべきだというお考えを述べていただいた。その報告書が

今日の（案）として出ているという位置づけであります。

幾つかポイントがあって、原則的に言えば、固定価格買取というのは、固定価格を決め

ちゃうわけですから、いったん決めたらなかなか動かない。市場原理が入らないから割高

になる。ただ、事業者にとってはこんな事業をやりやすいものはないという制度で、ＲＰ

Ｓはどちらかというと、市場原理を入れて、量を決めて価格で調整するわけですから、な

るべく国民負担を少なくして最大限のと、このような、本来うまく機能すれば、答えは同

じになっていくと考えられるわけですが、今の政権はこれをやれと指示しているわけで、

機能するためにどうしたらいいかというので、たしか私が言ったのは、機動的にきちっと

見直せということです。プロジェクトチームの報告書には、「再生可能エネルギーの導入量
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等を注視しながら、３～５年後を目安として、必要に応じて機動的に制度を見直す」と書

いてあって、やるならそういうふうにしないと、価格もどんどん下げられるものなら下げ

ていく、それで国民負担を少なくしていくということが大事ではないでしょうか。また、

今日の事業者サイドの話は、できれば早くやれというようなご意見が多かったような気が

します。

ただ、負担する側からすれば、公平性をどうしてくれるんだという話があったわけで、

ここで決められる範囲というのは、プロジェクトチームの報告書の中の、具体的な制度イ

メージのＡからＨまでで、Ｈには軽減措置まで入っていますけれども。これに対して、何

らかの皆さんのご意見を、マジョリティーであったものはマジョリティーで書いていく。

あと、これより逸脱するような内容のものは両論併記で持ってくる。その後、プロジェク

トチームに渡して、最終的には政治決断をいただくというふうになるんだと私は理解して

います。ただ、そうは言っても、書き方で、バイオマスの定義がわからないとか、バイオ

マスの範囲が、もう少し詳しく、こういうふうに書かれてしまうと入るべきものが入らな

いのではないか等、いろいろなご意見があったように思っています。ただ、買取制度小委

員会の報告書案の一番最後に書いてありますように、次期国会に提出すべく準備を進める

ということまで書いておきますと、全員賛成とはいかなくても、１月中下旬ぐらいまでに

は何らかの形である程度の報告書を出しておかないと、私たちは責務怠慢になる可能性が

あります。また、パブリックコメントの手続きも必要です。一番最初のほうで、何人かの

方々で、国民がどう思っているのか、委員だけでなく国民の意見もよく聞くべきという話

も多々いただいたように思っておりまして、そう考えますと、可能であれば、今いただい

たご意見を加味して、これを修正加筆する。両論併記の場合には両論併記、ご意見があっ

たと。これをまとめて、パブリックコメントをできるだけ早い時期に出したいと思います。

３週間は必要になりますから、できる限り年内中に、正月を挟んで国民の皆さんにじっく

り読んでいただく。それでまた、パブリックコメント、皆さんに寄せられたものを最終的

に加味して、１月中に報告書として出していきたい、委員長としてはこういう要望がある

んです。

そうなりますと、もし可能であれば、今言ったようなことを加味しながら、両論併記の

場合には両論併記で持ってきて、なるべく国民にわかりやすい形でのコメントをつけて、

パブリックコメントの案をつくっていくというのを、頼りないですが、委員長と事務局と

一体になって、また皆さんにご相談するかもしれませんが、一任していただくと、動きが
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なるべく早くできるというふうに考えられるんですが、いかがでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

○柏木委員長

よろしいでしょうか。それであれば、間違いなく今日の内容をきちっと精査して、まと

め上げ、なるべく早い時期にパブリックコメントを出すこととします。お正月を挟んで、

国民の皆さんから多数の意見をいただくというふうにさせていただければ、非常にうれし

いということで、どうもありがとうございました。

○渡邊省エネ・新エネ部新エネ課長

次回の委員会でございますけれども、今、柏木先生からお話がございましたように、パ

ブリックコメントにかけさせていただいて、その後、１月中旬ぐらいの開催を予定してお

ります。詳細につきましては、またご連絡を差し上げたいと思います。

また、この全量買取制度の検討の場としては１月中旬に次の委員会を開催させていただ

きたいのですが、太陽光の余剰買取制度だけを扱う会合をもう一回、１月下旬に開催する

必要がございます。これは、毎年１月に、次の年度の太陽光発電の余剰電力買取制度の買

取価格を決める小委員会というのを開催することになっているためです。

太陽光とはほとんど関係のない方もいらっしゃると思いますので、必ずしもご出席を強

要できないわけでございますが、しかしながら、いずれ太陽光以外のものの買取価格もこ

こで決めるということになるかもしれませんので、どういう雰囲気かというのをごらんに

なりたい方もいらっしゃると思いますので、ご案内させていただきます。この全量買取制

度の次回の検討の場としては１月中旬開催で、太陽光発電の余剰電力買取制度の来年度の

買取価格を決める会を１月下旬に開催させていただくということで、また日程等をご案内

させていただきます。以上です。

3. 閉会

○柏木委員長

どうもありがとうございました。良いお年を。

── 了 ──
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【問い合わせ先】

経済産業省資源エネルギー庁

省エネルギー新エネルギー部

新エネルギー対策課再生可能エネルギー推進室

電話：03-3501-1511（内線：4455）

FAX：03:3501-1365


